
□ 馬インフルエンザワクチンを適切に接種しましょう！

□ 飼養衛生管理基準に基づく衛生管理を徹底しましょう！

① 衛生管理区域の出入りの際の靴、手指消毒

② 〃 の車両消毒、物品の消毒

③ 厩舎の出入りの際の靴、手指消毒

④ 野生動物対策

⑤ 衛生管理区域内の整理整頓及び消毒

見早 期 発

発熱、呼吸器症状など、本病を疑う症状を確認した時は
ただちに獣医師に連絡

獣医師は、本病が疑われる時は当所に連絡

本病が疑われる時は、他の馬群との接触を避けて飼養


